
経⼝妊娠中絶薬の適正使⽤を確実に進めていくために

令和７年度家族計画・⺟体保護法指導者講習会伝達講習会
（⺟体保護法指定医師研修会）

2026年２⽉７⽇（⼟）

福岡県医師会 理事
蜂須賀 正紘

1

今回の演題に関連して、開⽰すべき利益相反状態はありません。
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令和７年度家族計画・⺟体保護法指導者講習会
伝達講習会

利益相反状態の開⽰
筆頭演者⽒名：蜂須賀正紘

所属：福岡県医師会



本⽇の内容
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・⼈⼯妊娠中絶に関する基本事項

・2024年9⽉の薬事審議会における課題

・メフィーゴパック薬品管理報告のデジタル化

・メフィーゴパック無床診拡⼤に向けた義務講習

⼈⼯妊娠中絶数（年齢別）

4令和６年度 厚生労働省 衛生行政報告例

対前年度令和6年度令和5年度令和4年度30年度各年度
（単位：件） 増減率

（%）増減数(2024)(2023)(2022)(2018)
1.0 1,258127,992 126,734 122,725 161,741 総数
7.9791 10,84410,0539,56913,588 20歳未満
3.9 6 159 153 147 190 15歳未満
9.6 29330 301 256 475 15歳

19.1 154 961 807 733 1,356 16歳
5.2 751,5191,4441,371 2,217 17歳
9.8 258 2,899 2,641 2,442 3,434 18歳
5.7 269 4,976 4,707 4,620 5,916 19歳
3.4 1,116 33,66332,547 30,544 40,408 20〜24歳
2.9 79728,67627,87926,15331,437 25〜29歳

-0.8 -17622,424 22,600 22,287 31,481 30〜34歳
-4.6 -99320,38621,379 21,947 28,887 35〜39歳
-2.6 -292 10,87811,17011,07914,508 40〜44歳
0.661,0791,0731,1271,388 45〜49歳

-26.7 -4 11 15 8 13 50歳以上
72.2 13 31181131 不 詳



⼈⼯妊娠中絶（週数別届出）数
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令和６年度 厚生労働省 衛生行政報告例

令和6年
（2024）

令和4年
（2022）

平成28年
（2016）

平成23年
（2011）

平成18年
（2006）

平成13年
（2001）

平成３年
（1991）年度

127,992122,725 126,174202,106 276,352 341,588 436,299 総 数

73,06969,592 91,652 110,595 155,767 193,438 237,612 満７週以前

47,330 45,779 66,859 79,918 105,952 129,140 171,877 満8週〜満11週

2,8482,854 4,118 5,679 7,760 10,484 14,471 満12週〜満15週

2,722 2,645 3,277 3,858 4,671 5,880 8,369 満16週〜満19週

1,9811,816 2,059 2,006 2,130 2,532 3,807 満20週・満21週

初期⼈⼯妊娠中絶の1/3以上は無床診療所で実施されている

経⼝中絶薬（メフィーゴ®パック）とは
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ミフェプリストンという妊娠のホルモンを抑える薬とミソプロス
トールという⼦宮を収縮させる薬との組み合わせを服⽤することで、
妊娠初期（妊娠9週0⽇まで）の⼈⼯妊娠中絶が可能となります。

⼊院可能な指定施設において
・⺟体保護法指定医師の⾯前で、
① ミフェプリストン1錠を服⽤します。
② 服⽤36〜48時間後に2つ⽬のミソプロストール

を⼝の中（両頬に2錠ずつ合計4錠）に30分間
含んだ後に飲み込みます。

・胎嚢排出まで原則院内待機（一部条件下で帰宅可）

・ミソプロストールを服⽤して8時間以内に約9割の
ケースで中絶が完了（⼦宮内容が排出される）
します（約1割弱のケースで⼿術が必要）。



処⽅医登録から発注までの段取り

有床施設の指定医師がラインファーマ社のサイトから登録申請
↓
eラーニング受講⽤ID,パスワードがメールで送られてくる
↓
eラーニング受講（確認テストあり、所要時間は約1時間弱）
↓
登録書が送られてくる
↓
登録受領書に署名して返送（登録完了の連絡を
ラインファーマ社が卸売販売業者に連絡する）
↓
発注可能

あらかじめ患者⽤資材を請求しておくことをお勧めします

この間にメーカーが
各都道府県医師会と
納⼊開始時期を調整
している
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2025年11⽉現在：都⼼部を中⼼に388施設が掲載されている
8



都道府県による普及度の差が⼤きい（登録施設数）

3宮城5岩⼿7⻘森19北海道
5福島3⼭形2秋⽥

17埼⽟10群⾺9栃⽊9茨城
7⼭梨23神奈川32東京19千葉
4福井3⽯川3富⼭9新潟
38愛知10静岡6岐⾩9⻑野
25⼤阪12京都5滋賀3三重

3和歌⼭0奈良7兵庫
10広島6岡⼭1島根2⿃取

1⼭⼝
2⾼知9愛媛3⾹川2徳島
2⼤分3佐賀8⻑崎11福岡
3沖縄5⿅児島6宮崎7熊本 9

経⼝中絶薬の有効性・安全性は確⽴されている

・国内治験と同週数、同レジメン33,846例のメタアナリシスでの
有効性は96.7%（Chen MJ, Obstet Gynecol, 2015）

・（妊娠継続例やミソプロストール追加投与例を除き）
追加で⼿術を要した割合は、1.8-4.2%
（Raymond EG, Contraception, 2013)

・異所性妊娠疑いや出⾎性疾患以外にもFDAでは、慢性副腎不全、
⻑期の全⾝ステロイド投与、遺伝性ポルフィリン症
（腹痛等発作を誘発）が禁忌となっている

・副作⽤頻度メタアナリシス
（Zhang J, Cochrane database Sys Rev, 2022）

輸⾎を要する出⾎：0.03-0.6%
重症感染症：0.01-0.5%
腹痛はほぼ全例、嘔気・嘔吐、下痢、発熱、倦怠感、眩暈 10



治療法に関する⽐較表 ー 適切な治療選択のために
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掻把法吸引法経⼝中絶薬
12週未満9週0⽇まで妊娠週数
⼗数万円約10万円？費⽤

少ないやや多い多い治療開始後から
の出⾎

少ないより少ない最も少ない⼦宮への負担
・⿇酔下（意識がない状態）
で治療が完了し、胎児を含む
排出物に直⾯しなくてすむ

・腹痛、嘔気、出⾎が少ない
治療期間・通院回数が少ない

⿇酔・⼿術
合併症リスクが

減る

メリット

⿇酔・⼿術が必要約1割弱は⿇酔・
⼿術が必要

デメリット

石谷他 産婦の実際 71; 1233-38, 2022

経⼝中絶薬における国内での経緯
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2013.8  ⽇本産婦⼈科医会内において、「経⼝中絶薬に関する検討部
会」が開催され、「経⼝中絶薬に対する考え⽅」がまとめられた。
その後、フェリングファーマ社（現在はラインファーマ社に移
管）において、経⼝中絶薬に関する治験計画が始まる

2019.10.24〜2020.8.6 国内第Ⅲ相試験
2021.4.25 ⽇本産科婦⼈科学会⽣涯研修（医会共同）プログラムにて

国内第Ⅲ相試験結果を公表（東京⼤学 ⼤須賀穣 教授）
2021年12⽉22⽇ 承認申請
2023年2⽉ パブリックコメント（約1万1千件のうち3割が反対意⾒）

3⽉24⽇の厚労省薬事審議会分科会の議題から取り下げ
4⽉28⽇ 薬事承認された



経⼝中絶薬の海外での運⽤状況
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・公的補助：ほとんどの国である（ドイツ・⽶国はなし）
・⼊院管理：必要とする国はない、全ての国で遠隔診療可能
・初回受診：ドイツ、スイス、オランダは医療機関受診が必要
・1剤⽬服⽤：ドイツ、スイス、オランダ、⽶国の⼀部は

医療機関に限定した服⽤、他国は⾃宅で服⽤
・2剤⽬服⽤：ドイツ、スイスは医療機関でも服⽤可能
・治療後フォロー：ドイツは医療機関受診が必要、スイス、オランダ、

⽶国の⼀部は⾃宅での経過観察可能

国内の医療制度や国⺠の受診⾏動からは、発売当初から
海外と同様の運⽤を⾏うことは混乱を招く

初期⼈⼯妊娠中絶に関するWHOの⾒解
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WHOのガイダンス「安全な中絶」（Safe abortion, 2003
年初版、最新は2022年版）では、吸引法もしくは薬剤に
よる中絶を推奨
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他院⾃院

○○
当直・⾮常勤医師
（⾮指定医師）

による処置
○

（不全流産ではMVA
の算定不可）

×保険適⽤

ー
○

事前説明が望ましい
追加治療に対する

⾃費費⽤徴収

使⽤して問題なし多胎症例への使⽤

＜時間外・追加処置に関する対応について＞

経⼝中絶薬の運⽤に関するQ&A

安全⾯からのまとめ
経⼝中絶薬の導⼊により

＜期待される点＞
・⼿術リスクのあるケースで有⽤（⼦宮形態異常等）であり、

⼿術合併症率や⿇酔事故数が減る

＜懸念される点＞
・⼿術と違って排出時期が⼀定でないため、患者だけでなく、医療者、

⾼次救急施設の負担となり、治療を受ける側の⼗分な理解が必要

・諸外国では適応週数の約半数が経⼝中絶薬による中絶を選択
掻爬法単独の割合は著減するが、症例によっては必須⼿技

・⼿術に限らず中絶治療合併症の早期発⾒と対処に習熟すべきで、
・発熱、増悪する腹痛や出⾎等に対して、まずは⾃院で速やかに精査
・急変時対応（迅速・適切な初期対応と⾼次施設への搬送）について

定期的に指定医だけでなく医療者全員が、J-MELS等を受講 16



・トイレ付個室⼊院（１泊２⽇→2025.1から⽇帰り⼊院）
・担当医1⼈のため、週1例まで毎⽉1〜4例程度⾏っている
・⼊院後の15時の時点で胎嚢排出していなければ、頸管拡張処置を

⾏い、翌⽇に⾃費MVAによる全⿇⼿術の運⽤（実績なし）

・退院1〜2週後再診
・腹痛、発熱、出⾎による

時間外受診：担当医師に
電話連絡し、救急外来受診

⾃験例の紹介（2023年6⽉〜 ⽇本鋼管病院） 17

紹介症例の供覧

18経⼝中絶薬による治療で経過良好



19

上記２例いずれも経⼝中絶薬による治療で経過良好、以下を紹介元に事前説明
・⼿術困難と判明したら、即⼿術を中⽌頂く（経⼝中絶薬に不全流産の適応なし）
・⼈⼯妊娠中絶実施報告書は統計上、同⼀症例がダブルカウントされる可能性が

あるため、紹介元では記載しない、もしくは紹介元の報告書番号を提供いただく

⼈⼯妊娠中絶実施報告票（改定版 2025年4⽉〜）

メフィーゴパックの初回
投与⽇（排出⽇ではない）

ゲメプロスト投与
の際も「有」

20



妊婦のための⽀援給付制度
こども家庭庁（成育局成育環境課）は令和７年度から妊婦等包括相談
⽀援事業（児童福祉法）と「妊婦のための⽀援給付」（⼦ども・⼦育
て⽀援法）を創設した

内容：市町村は、妊婦を認定後に5万円、ならびに妊娠しているこど
もの⼈数×5万円を⽀給する

問題点：政治主導で⼗分な議論がされない（こ家庁⺟⼦保健課、⽇医、
医会の相談なし）まま、創設されたため、現場で混乱している

具体例には流産の診断時点（従来は排出⽇）がこの事業においては、
胎児死亡の診断⽇もしくは中絶着⼿⽇となっている

中絶にも給付が⾏われることは、治療費⽤の⾃⼰負担減になるが、
⺟体への負担を鑑み、給付⾦⽬的で中絶時期を遅らせてはならない
（胎児⼼拍確認、出産育児⼀時⾦、産後休暇、中期中絶に関与する）21

妊婦給付認定⽤診断書に記載する⽇付について

（⽇本産婦⼈科医会からのお知らせ⽂書の概要）
「妊婦のための⽀援給付」が開始されたことに伴い、産科医療機関に
対して妊婦給付認定⽤診断書を求められる機会が増えてきましたので、
診断書に記載する「流産となった⽇」について改めて概説いたします。

⾃然流産の場合、実際に胎児（胎芽）が娩出した⽇に関わらず、担当医
が胎児（胎芽）の⼤きななども考慮して胎児（胎芽）死亡になったと診
断（推定）した⽇が「流産となった⽇」となります。

⼈⼯流産の場合は、実際に胎児（胎芽）が娩出した⽇に関わらず、⼈⼯
流産の同意を得た際に決められた⼈⼯流産のための最初の処置・投与開
始⽇が「流産となった⽇」となります。

なお、これらの「流産となった⽇（死産があったとき）」の記載につ
いては、予め妊婦やパートナーに⼗分に説明し了解を得ておく必要があ
ることにご留意ください。 22



妊婦のための⽀援給付における診断書記載について

⽇本産婦⼈科医会作成ひな型

診断内容に
妊娠週数の記載項⽬無し

「流産となった⽇」は
娩出した⽇に関わらず

⾃然流産なら、胎児（胎芽）死亡
になったと診断した⽇

⼈⼯流産（中絶）なら、⼈⼯流産
のための最初の処置・投与開始⽇
が「流産となった⽇」
を記載する

23

中絶時の妊婦のための⽀援給付の案内について

⾃施設では、こども家庭庁の
左記案内⽂で⼀通り説明しているが、
中絶の⽅針が決まっているのであれば、
⺟体負担の観点から早期の治療を
勧めている
薬剤であれば、⼦宮内妊娠が確認される、
⼿術であれば、掻爬吸引に問題ない胎嚢
サイズとなり次第、早期の治療を推奨

⺟体保護法指定医師の
倫理観が、今後⼀層
問われることになる

24



経⼝中絶薬治療の成功率を上げるコツ
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・治療開始時の妊娠週数はなるべく早い⽅がベター
（⼦宮内妊娠が確認できれば早い週数の⽅が有利で、

出⾎や疼痛もより少ない）

・年齢、経産回数（頸部の硬度よりは、プロスタグランジン
の感受性に依存する）が多いほど失敗率が上昇するので、
中絶の意思が固まっているなら、なるべく早期に治療を
開始する（胎児⼼拍を確認する必要なし）

本⽇の内容

26

・⼈⼯妊娠中絶に関する基本事項

・2024年9⽉の薬事審議会における課題

・メフィーゴパック薬品管理報告のデジタル化

・メフィーゴパック無床診拡⼤に向けた義務講習



・令和５年度こども家庭庁⾏政推進調査事業補助⾦ 成育疾患克服等次世代
育成基盤研究事業（研究代表者：中井章⼈）

・⼈⼯妊娠中絶治療法や経⼝中絶薬の副作⽤・トラブル事例の調査等を⾏う

経⼝妊娠中絶薬導⼊後における⼈⼯妊娠中絶の
実態調査及び適切な情報提供等に関する研究

27

⼤きなトラブル報告はなく、無床診療所への適応拡⼤を議論
するための重要な根拠データとなると期待された

調査期間中のメフィーゴ®パック使⽤数

28（中井ほか 令和5年度こども家庭庁科学研究報告書）



メフィーゴ®パックでの合併症例は0例

29（中井ほか 令和5年度こども家庭庁科学研究報告書）

調査研究結果公表後の報道内容（2024年7⽉）

⼤⼿新聞のタイトルは、
やや前のめり感が拭えない

30



無床診への運⽤に関する早期限定解除に慎重な意⾒もある

⾃⺠党厚⽣労働部会
薬事に関する⼩委員会
（⽥畑裕明委員⻑）

「侵襲性が少ない点では
良いが、簡単に中絶が可

能という不適切な認識が⼀
般に広まるのは避けるべ
き」
等、慎重な意⾒が続出した

31

厚労省薬事審議会（2024年9月25日）の結果

・無床診への拡大要望は都心部を中心に多い

・市販直後調査、こ家庁調査研究（中井班）で安全性に問題なかったが、

その後に胎嚢排出後の遺残による高次施設入院、輸血例が報告された

・ 2024年9月25日の薬事審議会では、運用上の課題について医会から

日医を通して意見書を提出し、無床診への拡大は見送り、2剤目服用後の

帰宅許可条件の緩和のみが認められ、11月29日通達が出された

＜2剤目服用後の帰宅許可条件＞

・自宅での経過観察を希望し、本剤の投与を受ける者の居住地が以下の全
ての要件を満たす場合に限り可能
（１）当該医療機関に容易に通院可能（医療機関から16km以内）
（２）当該医療機関が所在する二次医療圏又は周産期医療圏内 32



・令和６年度厚⽣労働⾏政推進調査事業費補助⾦
健康安全確保総合研究分野
医薬品・医療機器レギュラトリーサイエンス政策研究
（研究代表者：中井章⼈）

経⼝妊娠中絶薬の適切な使⽤体制の
あり⽅等に関する研究

33

再度、無床診療所への適応拡⼤を議論するための
重要な根拠データとなると期待されている

メフィーゴ®パック2剤⽬投与後帰宅事例を中⼼に
安全な運⽤⽅法を検証する

意見書の内容（抜粋）

⽇本医師会提出資料（2024年9⽉25⽇）
（1） 講習受講の義務化

無床診療所において、経⼝中絶薬を⽤いた中絶診療のみ実施し、
外科的処置を⼀切⾏わない診療所が⽣じることがないよう、
講習等の受講を義務化

来年度から⺟体保護法指定医師研修会のなかで実施予定

（2） 流通管理報告体制等のデジタル化
症例数の多い都市部の医師会における事務作業は逼迫状態にあ

る
ラインファーマ社がオンライン報告システムを構築中

（3） 安全性確保のための資材：安全性確保のための資材を作成し、
円滑な情報共有ができる連携体制を構築

（4） 国⺠への正しい情報提供：正しい情報提供及び啓発を実施34



本⽇の内容

35

・⼈⼯妊娠中絶に関する基本事項

・2024年9⽉の薬事審議会における課題

・メフィーゴパック薬品管理報告のデジタル化

・メフィーゴパック無床診拡⼤に向けた義務講習

無床診への運用に関する限定解除の課題

・予想よりも普及スピードが緩慢で、地方での使用実績が極端に少ない

・反対派を説得するには、安全性や有効性の実績だけでなく、

経口中絶薬治療に対する社会的な認知に、もう少し時間が必要

・無床診に対して合併症対応等に関する義務講習が必要

・無床診に限定解除前に報告システムの整備（デジタル化）が必要

日本医師会母体保護法等に関する検討委員会から

日本産婦人科医会に下記調査依頼がなされた

「経口中絶薬薬品管理に関するアンケート調査」

調査期間：令和6年12⽉2⽇〜12⽉23⽇
回答都道府県：39都道府県

（神奈川、⻑野、富⼭、岐⾩、兵庫、⾹川、愛媛、⼭⼝県以外）
36



メフィーゴパック納品・施⽤実績照会システム

37

・2025年内にシステム完成予定

・2026年1〜3⽉ 施設限定で試験運⽤

・2026年4⽉ 本格運⽤（全国展開）

システム構築・維持費⽤は
製薬会社（ラインファーマ社）負担

（シミック株式会社スライド）38



（シミック株式会社スライド）39

（シミック株式会社スライド）40



（シミック株式会社スライド）41

（シミック株式会社スライド）42



（シミック株式会社スライド）43

（シミック株式会社スライド）44



（シミック株式会社スライド）45

（シミック株式会社スライド）46



（シミック株式会社スライド）47

（シミック株式会社スライド）48



（シミック株式会社スライド）49

（シミック株式会社スライド）50



（シミック株式会社スライド）51

（シミック株式会社スライド）52



（シミック株式会社スライド）

（シミック株式会社スライド）



（シミック株式会社スライド）

（シミック株式会社スライド）



本⽇の内容

57

・⼈⼯妊娠中絶に関する基本事項

・2024年9⽉の薬事審議会における課題

・メフィーゴパック薬品管理報告のデジタル化

・メフィーゴパック無床診拡⼤に向けた義務講習

経⼝中絶薬に関する義務講習

58

・義務講習は、2026年度から各地で開催される⺟体保護法指定医師
研修会での導⼊を検討している（⽇本医師会⺟体保護法等に関する検討委員会）

・義務講習の対象:メフィーゴパックをこれから処⽅する、または既に
処⽅している有床施設の指定医も含めた全ての指定医

2026年度〜2028年度末（経過措置中の2年間）
各地の⺟体保護法指定医師研修会で毎回、義務講習内容を含んだ
研修を実施（各地で更新時期は異なるが、指定医は必ず受講となる）

2029年度以降（経過措置後）は
・新たにメフィーゴパック処⽅を希望する指定医は、

（オンライン）動画コンテンツを視聴 受講終了後に所属都道府県
医師会・産婦⼈科医会に報告 ラインファーマ社に報告

処⽅可能（義務講習受講後に処⽅可能となる）



義務講習形式・内容について

59

・⺟体保護法指定医師研修会のうち、
「⺟体保護法の趣旨と適正な運⽤に関するもの」のなかで
各地区担当講師が下記義務講習項⽬について解説する

・⽇本産婦⼈科医会から配布する（2026年3⽉配布予定）資料・
動画コンテンツをそのまま使⽤する、もしくは
陳腐化を避けるために各地区の判断で参考資料として、
⼀部のみ使⽤、内容改変等を認める

・義務講習項⽬
・無床診での使⽤条件（2024年9⽉25⽇ 薬事審議会 メフィーゴ

パックの「適切な使⽤体制のあり⽅」）を中⼼に解説
・胎嚢排出後の遺残による、搬送・⼊院・輸⾎施⾏実例に基づく

解説と対処法
・報告⽅法（薬品管理に関するオンライン報告も含む）
・胞⾐の取扱い

無床診拡⼤における合併症例の対応

60

・「⺟体保護法指定医師の指定基準」細則には、転送電話、携帯電話等で24時間
患者からの連絡に対応することと明記されており、従来の運⽤と同様に、まずは
⾃院で直接診察等の対応した上で、必要に応じて協⼒病院を紹介する運⽤が基本。

・後⽅病院の確保：⼀部の都道府県医師会で施設指定の際に後⽅病院を定めた⽂書
提出を求めているが、無床診拡⼤の際には追加で以下の条件が課される⽅向

以下を全て満たす他の医療機関と連携した緊急時の体制を整備し、自院で困難な

容体の患者が生じた場合、連携先の医療機関に対して必ず受入調整を行う

・母体保護法指定医師が配置されている入院可能な有床施設

・緊急時の受入体制について、24時間体制で緊急時の対応が可能で十分な余力が

あり、同一の二次医療圏又は周産期医療圏内に所在すること

・文書により緊急時の受入体制について覚書を締結していること。なお、覚書の

有効期限は２年を超えない期間であること（覚書コピーをメーカーに提出）



経過年齢
妊娠週数有害事象

2剤⽬投与から9⽇後に患者より出⾎多量の連絡あり。診察後、
⼊院。翌⽇に退院するも、1ヵ⽉以上経った後も出⾎が継続し、
他施設へ紹介された。その後、外科的処置等なく回復し、hCG
の値も陰性となった。
2剤⽬投与9⽇後（多量出⾎発現⽇）： Hb 9.5g/dl

26歳
8週0⽇⼦宮出⾎1

2剤⽬投与後、同⽇に出⾎あり、胎盤鉗⼦にて処置。メチルエ
ルゴメトリンおよびラクテック500mLにて治療。患者は同⽇に
回復し、帰宅。

26歳
8週1⽇⼦宮出⾎2

2剤⽬服⽤後に胎嚢排出を認め退院。退院後の外来にて⼦宮内
クリアを確認。出⾎なく終診。
その後⼦宮出⾎があり経過観察していたが、急な受診依頼あり、
⾼次医療機関へ搬送。Hb 7.0、超⾳波上RPOC（⾎流あり1cm
程度、絨⽑遺残を疑う）所⾒、hCG65。出⾎に対して輸⾎4単
位施⾏。活動性出⾎はなく経過観察。
遠⽅のためにさらに⾃宅近くの他施設に転院。さらにRCC4単
位輸⾎施⾏し、Hb9.9となり翌⽇退院となった。

38歳
6週4⽇⼦宮出⾎3

⾼次施設⼊院・輸⾎事例（いずれも胎嚢排出後の遺残）

61

無床診拡⼤における胞⾐（えな）の対応

62

条例の有無等について、地域により運⽤の詳細は異なるが、
妊娠12週未満であっても中絶胎児（⼦宮内容物）については、
初期流産内容物と異なり、特段の配慮が必要である

（平成16年に厚労省⺟⼦保健課⻑通知が発出されている）

＊ 医療機関で排出した場合は、地域毎で定められている
従来の初期妊娠中絶の対応通り（医療機関や⾃宅トイレ等で
流した等に対して罰則等の規程は定めない⽅向だが、

原則医療機関に提出して対応するよう指導する）

＊ 特に妊娠8週以降では、中絶胎児がそのままの形態で排出されて
患者の⽬の当たりにするケースが考えられるので、より丁寧な

事前説明・メンタル⾯でのフォローを要する



適応外使⽤・悪⽤対策

63

・適応外使⽤は禁じられている：海外の⼀部では緊急避妊や稽留流産に

対してミフェプリストン投与、中絶不成功例に対してミソプロストール

追加投与を⾏っている実態があるが、国内で適応拡⼤の検討予定なし

・悪⽤対策：

・現在ミフェプリストンは原則個⼈輸⼊できない措置がとられている

・ミフェプリストン・ミソプロストールの⼀体化パックを

医療機関で厳重に保管し、指定医の⾯前での服⽤を徹底する

2024/3/27付で⽇医モデルが改定された

64

2 技能
(2) 研修期間中に、２０例以上の⼈⼯妊娠中絶⼿術⼜は流産⼿術

の実地指導を受けたもの。ただし、その内１０例以上の⼈⼯妊娠
中絶⼿術を含むこととする。

2 技能
(2) 研修期間中に、１０例以上の⼈⼯妊娠中絶⼿術⼜は流産⼿術

の実地指導を受けたもの。ただし、その内５例以上の⼈⼯妊娠
中絶⼿術*を含むこととする。
（＊薬物のみによる⼈⼯妊娠中絶は症例数に含めない）



薬剤による中絶も治療前の評価は必須

治療前に⾎液型、
経腟エコー検査
を必ず⾏う

65

産婦人科診療
ガイドライン
産科編2026 
パブリック
コメント資料

まとめ

・経⼝中絶薬による⼈⼯妊娠中絶治療は、全国的に治療数
が着実に増加している

・国内で重⼤なトラブルは報告されていないが、胎嚢排出
後の遺残による⼊院・輸⾎症例があり、地域における
連携体制が重要

・近い将来、無床診療所での経⼝中絶薬の使⽤が条件付き
ながら解禁されることが予想され、薬品管理・報告⽅
法のデジタル化や義務講習の整備が着実に進められて
いる。

・時間外対応、追加緊急⼿術・処置の体制と価格設定、⾼
次施設との連携、院内待機⽅法等の整備について各施
設における収益と負担とのバランスを考慮して導⼊の
メリットを検討いただきたい
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